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① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
・申請者が法56条第１項で定める欠格要件に該
当しないことを証する書面（法文を十分に確認の
こと）

② ○ ○ ○ ○

・発行日より３か月以内のものに限る。・住民票の
写しは、本籍（外国人にあっては、住民基本台帳
法第30条の45に規定する国籍等）の記載のある
ものに限る。

③ ○ ○ ○ ○ ◎ ・発行日より３か月以内のものに限る。

④ ○ ○ ○ ・発行日より３か月以内のものに限る。

⑤ ○ ○ ○ ・発行日より３か月以内のものに限る。

⑥ ◎ ◎ ◎ ○

・自ら所有している場合
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の
うちいずれかの写し
・所有権を有しない場合
借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、貸
与承諾書等のうちいずれかの写し

⑦ ◎ ◎ ◎ ○
・取扱説明書、仕様書、カタログ等のうちいずれ
かの写し（種類及び能力が記載された箇所のみ
の写しで可）

⑧ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・更新登録申請、通知書の書換が必要な変更届
の場合には通知書交付時に書換前の通知書の
原本が必要
・登録通知書を紛失等により申請書に添付でき
ない場合、理由書を添付すること。

⑨ ○ ○
・引取業登録、解体業・破砕業許可の該当ある
場合は添付

◎ ：必ず添付が必要な書類

○ ：該当すれば、添付が必要な書類

＊①～⑦は、省令で規定されている添付書類

〈注〉 　複数の申請等を同時に行う場合、添付書類のうち共通するものについては、それらの申請のうちの一つに添付されていれば、

他の申請については省略できる。ただし、登録、許可事務を行う機関が異なる場合は、省略することはできない｡

省略する場合、別添３『添付書類省略理由書』を添付する

フロン類回収業登録申請書等添付書類チェックリスト

変更届

誓約書

（個人）申請者の住民票の写し

（法人）登記事項証明書
　　（履歴事項全部証明書）

（法定代理人が個人）
法定代理人の住民票の写し

（法定代理人が法人）
法定代理人の登記事項証明
書　（履歴事項全部証明書）の
写し

ﾌﾛﾝ類回収設備の所有権を有
することを証する書類

ﾌﾛﾝ類回収設備の種類及びそ
の設備の能力を説明する書類

通知書の写し

本県のその他の登録通知書及
び許可証の写し

＊申請手数料（静岡県収入証紙）：新規（5000円）、更新（4000円）、変更届（無料）
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